


















要約:現在地域における母子保健事業は、実施主体において、保健所と市町村に分かれてい

る。このために健診データの総括的管理がし難く、大きな問題点と考えられる。そこで、

近年におけるコンピュータの技術発展にともない、この大きな間隙を埋める手段として、

コンピュータを導入することが考えられるのは、当然の発想と思われる。しかしながら、

コンピュータ化するためにはいくつかの条件があり、ただハードが整っているというだけ

では何の利用価値もない。まず、操作者の問題として、コンピュータを操作するための基

本的な技術を身につけていることが不可欠であり、次に、データそのものが、コンピュー

タ化に適しているものであること、システムの管理維持体制が整備されていることなどが

絶対条件として必要になろう。 

昨年度は各班員ごとに、医療・保健・福祉の分野で、稼働しているコンピュータシステム

について、ドキュメントを中心に調査し報告したが、今年度はこのなかから、乳幼児健康

診査データを有効に利用するために、いかなる方法でコンピュータ化すべきかについて、

いくつかの具体例を提示し検討した。また、医療情報や福祉情報の保健への伝達のあり方

についても併せて検討した。 


